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入札の辞退方法は以下のとおりとなりますので、入札参加者におかれましては、熟読のう

え入札に参加してください。 

 

 電子入札案件  

１．入札書提出前の場合 

 電子入札システムにおいて、辞退届を提出してください。 

２．入札書提出後の場合 

 電子入札システムにより入札書を提出した後の辞退は、原則認めません。 

 ただし、入札書提出後において、他の工事の落札候補者になり配置予定技術者を配置でき

なくなった場合など、やむを得ない事由が発生した場合のみ、辞退を認めることとします。 

 開札が１件終了するごとに、落札候補者に対して電話連絡をしますので、その際に入札を

辞退する旨を申し出てください。以降の入札について、辞退として取り扱います。 

 その際は、別途辞退届を提出してください。 

 

 紙入札案件  

１．入札の施行前の場合 

 七尾市の指定する様式により入札辞退届を作成し、契約担当者に直接持参するか、又は郵

送（ただし、入札日の前日までに到達するものに限ります。）してください。 

２．入札の執行中の場合 

 入札辞退届 又は 入札を辞退する旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出してく

ださい。 

 

 留意事項  

 入札辞退届の方法によらず、入札に参加しなかった者又は落札候補者となった者について

は、指名停止等の措置を行う場合があります。 


